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≪新事務局員の初傍聴記≫ 
            

「もの言う」自由を守る長い闘いの始まりを実感！ 
   
7月31日、私は岐阜地裁での「大垣警察市

民監視違憲訴訟」口頭弁論を初めて傍聴させ

ていただきました。裁判というのは、原告対

被告が侃々諤々（かんかんがくがく）互いの主

張を繰り広げ、ときには裁判長が木槌を叩い

て「静粛に！」といったイメージでしたが、

全く違い「淡々と進行する様に」戸惑いを感

じながらの傍聴となりました。  

さて、今回の口頭弁論では原告側が準備書

面要旨を読み上げた後、被告県側の「適法」

主張に反論する陳述を行いました。 

被告側の相変らずの認否を示さない不誠実

な態度に「なんとか言え！」と怒鳴りたい気

持ちをぐっと堪え、裁判長の今後の審理方針

発言に集中しました。すると、今後は、原告

の求める「国賠請求訴訟」と「個人情報抹消

請求訴訟」を併合審理していくことを明らか

にし、進め方は「進行協議※」で協議されて

いくことになりました。（※３ページ参照） 

法廷後の「報告集会」にて、別々の訴訟と

して個別判決をしないことは評価できるとの

見解を聞き納得しつつ、本裁判が長期戦にな

ることを覚悟した一日でした。 

北村功次 

   

≪次回口頭弁論のご案内≫ 

日時：１２月２３日(月) 11時00分～ 

場所：岐阜地方裁判所 301号法廷 
 

≪次々回口頭弁論≫ 2020年３月１６日（月） 13時30分～ 岐阜地方裁判所 301号法廷 

 

≪12/23の行動予定≫ 
10：30～ 裁判所前集会 
10：45～ 入廷行動 
11：00～ 口頭弁論 
11：30～ 報告集会 

 

「もの言う」自由を守る会 会員募集中！ 

  年会費：個人１０００円、団体３０００円 

 

《会費・カンパ振込先》  ゆうちょ銀行振替 

  記号番号 ００８００－０－２１６５０４ 

  加入者名 「もの言う」自由を守る会 
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大垣警察署の警備課（公安警察）による個人情報収

集・中電子会社に提供していた「大垣警察市民監視事

件」。この裁判の口頭弁論が、岐阜地方裁判所で開か

れ、法廷で、小林明人弁護士が事実と道理をふまえ情

報提供の「違法性」と「人格権」の侵害について、準

備書面の要旨を述べました。 

 

１．警察は

「大垣警察

署としても

回避したい行為であり、今後情報をやり取

りすることにより、平穏な大垣市を維持し

たいので協力をおねがいする。」として地

域住民の運動を危険視している。 

 このような情報提供は、現行憲法体系下

における警察法２条１項の解釈として法的

・社会的に理解しうる「公共の安全と秩序

の維持」を目的として行われたものではな

い。 

２．本来、事業者は、住民に対する十分な

説明を行い、対話に基づいて決定すべきも

のである。「過激なメンバーが岐阜に応援

に入る」「身に危険を感じた場合は、すぐ

に１１０番して下さい」等と述べて事業者

に住民らに対する不信を煽った。これは平

穏な話し合いができる関係を阻害するもの

であって、「公共の安全と秩序の維持」を

かえって悪化させるものである。 

３．前記のとおり、関係当事者の真摯な意

見交換を妨害し、民主的な意思形成を阻害

するという意味でも「警察法２条」等の法

令の範囲を逸脱する違法な行為である。 

４．このように、警察に保管されている原

告の個人情報は、正確性を欠いているどこ

ろか、恣意的な評価が加えられていること

によって、情報提供を受けたシーテック社

に無用で有害な不信感や敵対心を抱かせて

いる。これは憲法１３条によって保障され

ている「人格権」に対する重大な侵害であ

る。  

  
 
 
 

この日の報告集会で、国民救援会岐阜県本部の加藤

事務局長から、当会の稲葉當意共同代表に、中央本部

からのカンパ７万円が手渡されました。 

７月３１日、口頭弁論期日＆報告会のレポート 

被告県への反論要旨 

国民救援会中央本部からカンパ 

現在の署名の最終集約のお願い 

現在の裁判の進行や運動の力点等に合わせて、新たな署名運動を始める準備をしてい

ます。次回口頭弁論で現在の署名用紙の最終集約としたいと思います。現在皆さまのお

手元にある署名用紙を－できれば空欄を埋めて－、１２月１５日までに当会までお送り

下さると幸甚です。 
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【弁論の併合】 ７月３１日の口頭弁論

期日で、裁判長が「弁論の併合決定」を行

いました。耳慣れない言葉ですので、この

機会に説明いたします。 
 2016年１２月に提起した国家賠償請求訴

訟は、岐阜県（岐阜県警の管理者）に対し

慰謝料の支払いを求めるという建てつけで

した。しかし、よく考えてみると、慰謝料

だけでは違法に収集された情報は警察が保

管したままになります。原告らの情報は岐

阜県警だけでなく、警察庁警備局にも共有

されているはずです。これを放置すること

はできません。 

 そこで2018年１月に個人情報抹消請求訴

訟を提起しました。被告は岐阜県と国（警

察庁の管理者）です。議事録にある情報に

限らず、およそ原告らの情報を保管するこ

とは違法なのであるから、一切を抹消せよ

という請求です。 

２つの裁判は、警察による情報収集等と

いう同じ事実関係を前提に、その違法性と

原告らの受けた人権侵害の実態を明らかに

という共通の目的を有しています。弁護団

としては、早期に２つの裁判を一本の手続

にまとめて（これが「弁論の併合」です）

警察の責任を

一体的に追及

したいと考え

ていました。 

ところが裁

判所は、２つの裁判を事実上同じ法廷で審

理はするけれども、手続き上はあくまで別

個の事件として扱う状態を続けました。こ

のままでは一体的な責任追及に支障をきた

しますし、判決も別々になって地裁と高裁

の両方の裁判に対応しなければいけなくな

ります。それは困るので、裁判所に様々な

働きかけをしてきました。その過程で弁護

団の検討も深まり、主張が洗練されてきた

とも感じます。 

今回やっと弁論

の併合が認められ

て、２つの訴訟を

一体のものとして

戦う体制が整いま

した。良い判決を

得られるよう引き

続き努力してまい

りますので、よろしくご支援のほどをお願

いいたします。 

（弁護団事務局長 小林明人） 

 

                  裁判は、公開の法廷で行われるのが原則です 

が、審理を充実させるために、裁判官と当事者 

双方（原告・被告、双方の代理人）が話し合う

「進行協議」という期日を設けることがあります。進行協議では傍聴はできません。

１０月９日に傍聴に来られた方には申し訳ありませんでした。 

この日も、裁判長は「情報の性質によって主張が異なるのではありませんか？」と

繰り返しました。これまでも原告側は「秘匿性･私事性が高いから権利侵害の程度が高

い、一般に知られるような情報であれば権利侵害はない、ということではない。一般

の人が知るような情報であっても、法的根拠もなく警察が市民の個人情報を収集する

ことは許されない。しかも今回表れたのは、膨大に収集された情報のほんの一部にす

ぎないことは明らかで、ここで表れたものを『情報の性質』によって分類することは

意味がない」と主張してきましたが、まだ裁判長の思考を変えるに至っていないよう

です。弁護団としては、さらに議論を深めながら、裁判所を説得できる十分な主張を

していく方針です。             （弁護団副団長 岡本浩明） 

 

１０月９日の「進行協議」

」 
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参院選の選挙期間中、安倍首相の街頭演説にヤジを飛ばした市民が、警察によってその場

から強制的に排除されるという事件が、幾つか起こりました。これに限らず、警察が法的根

拠もなく、市民の権利を侵害する例が目に付きます。隣の滋賀県で起こった違法な聞き込み

について報告します。 
 
【発生日】 2019年７月２日（火） 

【発生場所】 滋賀県長浜市内 

【事件の発生】 

 長浜警察署Ｉ駐在所の警察官がＡ氏宅を

訪れ、応対したＡ氏の妻に対し、外部に貼

ってある共産党演説会のポスターについて

「誰が貼りにきたの？」「ご主人は共産党

員か？」など質問。また夫婦の携帯番号を

教えてくれと言われたので､妻の携帯番号だ

けを教えた。帰宅したＡ氏が妻から報告を

受け、長浜署に抗議の電話をした。同時に

Ｔ前長浜市議にも報告した。 

【国民救援会滋賀県本部の対応】 

 Ｔ前市議は直ちに救援会滋賀県本部のＮ

会長に報告して、翌３日に長浜署に抗議に

行くことになった。 

３日午後、救援会滋賀県本部のＫ事務局

長、他３名が長浜署を訪れ、「思想信条・

政党支持の自由への侵害である」として厳

重抗議し、「事実関係を調査し、回答を求

める」と要請した。対応した警部は「巡回

連絡の一環だと思う。訪問の中でそういう

話になったのではないか」と部下をかばう

返答をしたが「確認する」と約束した。 

【警察の回答】 

８日、長浜警察署地域課Ｎ課長より次の

ような回答が救援会滋賀県本部にあった。 

（Ｎ）ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳

ない。担当者に確認したところ、Ａさんの

お宅に巡回連絡として伺ったことは間違い

ない。災害などの安否確認のために携帯番

号が必要となるのでお尋ねしている。ポス

ターの件は、目にしたので尋ねただけで、

他の目的のために尋ねたわけではない。県

警本部にも本事案を上げており、その上で

回答している、私個人としてではない。要

望を承ったので回答させていただいた。 

（救）ご本人に対して釈明はないのか？ 

（Ｎ）要望を承ったところだけです。 

（救）第一報はご本人が入れているので、

釈明は当然ではないか？ 

（Ｎ）分かりました。私が責任を持ってし

ます。 

※なお、「ご主人は共産党員ですか」と

尋ねたことについての回答はなかった。

滋賀県で起こった警察による違法な聞き込み 

★ ９月２８日、「国民救援会岐阜県本部定期大会」で､小林弁護士が講演し、原告・船

田伸子さんが発表しました。 
 

★ ９月２８･２９日、「市民オンブズ全国大会in 

岐阜･２０１９」に参加しました。２８日は全体会 

で翌日の分科会の紹介をして、２９日は分科会「市 

民と警察」で弁護団と原告が発表しました。 
 

☆ １１月２日、「国民救援会滋賀県本部定期大会」 

で記念講演を行います。 


